
那珂市告示第60号

都赫十画法(昭和43嫡劃聿第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項

の規定により水戸・勝田都赫十画用途地域を変更したので、伺法第21条第2項において準用する

同法第20条第1項の規定により次のとおり告示し、同条第2項の規定により当二亥都赫十画の図書

を公衆の縦覧に供する。

令和5年3月 31日

1 変更する都赫十画の種類

用途地或

都市計画を変更する士地の区域

ア第一種イ氏層イ主居専用断城

(ア)削除する部分

那珂市菅浴字下宿東、字貝保内、字新地、字新地前、

ヰ搬冶屋敷、字大般若、字大般若西の各一部

2

那珂市長

イ第種イ主居翅戴

(ア)追力口する部分

那珂市菅浴字下宿東、字貝保内、字那也、字噺地前、

字鍛冶屋敷、字大般若、字大"斐若西の各

(イ)(ア)に係る規制の内容

建へい率60%以下、容積率200%以下

先崎
、

3 縦覧場所

那チ可〒打福田 181

那珂市役所3階

9番地5

建設音鄭杭+画課
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都市計画用途地域を次のように変更する。

種　　類

約 361 ha 8/10 以下 4/10 以下 10 m 割合

約 64 ha 10/10 以下 5/10 以下 10 m

小　　計 約 425 ha 約 43.5%

約 7.0 ha 8/10 以下 4/10 以下 10 m

小　　計 約 7.0 ha 約 0.7%

約 21 ha 20/10 以下 6/10 以下

小　　計 約 21 ha 約 2.2%

約 0 ha

小　　計 約 0 ha 約 0.0%

約 154 ha 20/10 以下 6/10 以下

小　　計 約 154 ha 約 15.8%

約 15 ha 20/10 以下 6/10 以下

小　　計 約 15 ha 約 1.5%

約 29 ha 20/10 以下 6/10 以下

小　　計 約 29 ha 約 3.0%

約 0 ha

小　　計 約 0 ha 約 0.0%

約 15 ha 20/10 以下 8/10 以下

小　　計 約 15 ha 約 1.5%

約 0 ha

小　　計 約 0 ha 約 0.0%

約 15 ha 20/10 以下 6/10 以下

小　　計 約 15 ha 約 1.5%

約 50 ha 20/10 以下 6/10 以下

小　　計 約 50 ha 約 5.1%

約 245 ha 20/10 以下 6/10 以下

小　　計 約 245 ha 約 25.1%

合　　計 約 976 ha 100.0%
「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」
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第一種低層

住居専用地域

第一種中高層

住居専用地域

工業地域

第二種低層

住居専用地域

-

商業地域

工業専用地域

近隣商業地域

第二種住居地域

準住居地域

準工業地域

第二種中高層

住居専用地域

第一種住居地域

田園住居地域
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-

-

-
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建築物の敷
地面積の最
低限度

-

-

-

-

理　由：都市計画道路整備や、生活利便施設の立地状況を考慮し、菅谷地区南部の生活拠点の形成に向けて、土地利用を誘導
するため、用途地域を変更する。

計　　画　　書

水戸・勝田都市計画用途地域の変更(那珂市決定)

建築物の高
さの限度

面　　積
建築物の
容積率

建築物の
建ぺい率

外壁の後退
距離の限度

その他及び
備考

(　那　珂　市　)
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水戸・勝田都市計画 用途地域計画図（下菅谷地区）
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第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

第二種住居地域

第二種中高層住居専用地域

用途地域凡例

凡 例

今回新たに用途界となる部分

今回変更に係らない部分

市街化区域界

今回新たに用途界から除外される部分

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

準工業地域

田園住居地域




